
◎信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 
（平成一八年一二月一五日法律第一〇九号）   

一、提案理由（平成一八年一〇月二五日・衆議院法務委員会） 

○長勢国務大臣 

……………（略）…………… 

 続いて、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして、その趣

旨を御説明いたします。 

 この法律案は、信託法の施行に伴い、旧信託法、信託業法その他の六十三の関係法律

に所要の整備を加えるとともに、所要の経過措置を定めようとするものであります。 

 以上が、これら法律案の趣旨でございます。 

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに可決していただきますようお願いいたします。 

二、衆議院法務委員長報告（平成一八年一一月一六日） 

（信託法（平一八法一〇八）の委員長報告と一括して掲載） 

三、参議院法務委員長報告（平成一八年一二月八日） 

○山下栄一君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、法務委員会における

審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案は、信託法の施行に伴い、

旧信託法、信託業法その他の関係法律の規定の整備等を行おうとするものであります。 

……………（略）…………… 

 委員会におきましては、両法律案を一括して審査を行い、受託者の義務が合理化され

た意義、受益者保護のための規定の実効性、自己信託及び目的信託の活用方法と弊害防

止措置、福祉型信託の望ましい在り方、事業信託に対する税制及び会計基準の在り方等

について質疑を行うとともに、参考人からの意見聴取を行い、また、財政金融委員会と

の連合審査会を開催いたしましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党の仁比委員より、両法律案に反

対する旨の意見が述べられました。 

 次いで、順次採決の結果、両法律案はいずれも多数をもって原案どおり可決すべきも

のと決定いたしました。 

 なお、両法律案に対して附帯決議を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一八年一二月七日） 

 （信託法（平一八法一〇八）の附帯決議と一括して掲載） 


